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国
勢
調
査
で
ふ
用
語

国
勢
調
査
て
ふ
用
語岡

崎

文

規

「
岡
勢
訴
査
」
L
」
一
宇
一
同
ふ
女
字
は
、

(
g富田

の
認
認
で
あ
っ
て
市

こ
の
文
字
に
、
特
に
振
仮
名
を
附
け
て
、
「
セ
ン
サ
ス
」
と
護
ま

せ
て
ゐ
る
例
も
決
し
て
少
な
く
は
な
川
。
し
か
し
、
こ
れ
が
我

閣
の
用
語
と
し
て
、
決
定
的
に
確
定
し
た
の
は
、
明
治
三
十
五
年

に
、
法
律
第
四
十
九
日
軌
を
以
て
、
同
勢
調
査
に
闘
す
る
法
律
れ
制

定
せ
ら
れ
て
以
来
の
事
で
あ
る
と
言
っ
て
差
支
へ
な
い
で
あ
ら

ぅ
。
そ
れ
以
前
に
於
て
は
、
種
'n
な
る
用
語
が
使
用
せ
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
明
治
六
年
六
月
刊
行
の
築
作
氏
詩
「
統
計
皐
」
に
は

ー-， -， 

統闘
計勢
LτPIli-

白雪
義主
に百
事，ふ

雨別
し名
ード カt

ζ 附
のけ
で b
あれ
る て
事ゐ
は る
明が
白'
で
あ
っ

こ
れ
は

て
、
セ
ン
サ
ス
在
意
味
す
る
も
の
で
は
な
い
。
同
年
三
月
五
日

第
三
十
=
一
容

一
五
三

第

就

五

英文耳車、統計四調査法に就て、統計事雑誌、第一八王宮古(明治三十四年九月)
ニ0三頁、桜山雅男、統計皐雑誌、第二四九競(明治四十年一月〉ー頁
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国
勢
調
査
で
ふ
用
語

に
は
、
杉
博
士
が
建
議
室
同
ぞ
上
申
し
、
明
治
四
年
に
公
布
せ
ら

れ
た
る
戸
籍
法
に
探
る
人
口
調
査
の
不
備
快
陥
を
指
摘
し
、
所

謂
セ
ン
サ
ス
の
寅
施
の
必
要
を
準
一
一
言
し
て
ゐ
る
が
〉
}
〉
で
は

未
だ
国
勢
調
賓
と
言
ふ
文
字
は
見
営
ら
な
い
の
で
あ
っ
て
、

「
人
口
取
調
の
法
」
と
言
っ
て
ゐ
る
。
明
治
七
年
十
月
、
注
目
貫

道
民
議
「
表
紀
提
綱
」
に
は
第
三
篇
第
三
章
人
口
表
の
項
が
あ
る

が
、
セ
ン
ザ
ス
の
意
味
に
一
人
口
の
大
検
査
」
と
言
ふ
諜
中
生
活

て
、
ゐ
る
。

明
治
十
二
年
に
は
、

杉
博
士
の
建
議
に
基
き
、
政

府
は
、

所
謂
セ
ン
サ
ス
ぞ
全
国
に
賓
施
す
る
に
先
ち
、

標
本
的

に
、
甲
斐
闘
に
於
て
之
を
寅
査
す
る
事
に
決
し
、
杉
博
士
を
し

で
こ
の
事
業
に
営
ら
し
め
た
の
で
あ
る
。
我
閣
の
一
部
分
に
於

て
寅
賓
せ
ら
れ
た
も
の
に
過
ぎ
な
い
が
、
兎
も
角
、
こ
れ
が
我

圏
に
於
け
る
最
初
の
科
準
的
調
査
で
あ
っ
た
@
ニ
の
調
書
の
榛

名
は
「
人
口
検
薮
」
と
し
て
は
如
何
と
言
ふ
意
見
も
出
た
が
、
結

局
「
甲
斐
図
現
在
人
別
調
」
と
題
し
て
、
明
治
十
五
年
六
月
に
刊

行
せ
ら
れ
た
。
し
か
し
、
未
だ
闘
勢
調
査
と
言
ふ
丈
字
は
使
用

き
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
「
人
別
調
」
と
言
ふ
文
字
は
決
し
て

新
ら
し
き
用
語
で
は
な
い
が
、
こ
れ
に
「
現
在
」
と
一
吉
ふ
文
字
を

第
三
十
三
容

豆五
四

第

披

一
五
四

冠
し
て
ゐ
る
所
に
、
杉
惇
土
の
細
心
な
る
注
意
を
窺
ふ
可
き
で

あ
る
。
査
し
こ
の
人
口
調
査
は
帳
簿
に
縁
る
人
口
調
査
に
封
し

て
、
買
の
セ
ン
サ
ス
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

明
治
十
九
年
八
月
に
は
原
敬
氏
が
「
悌
岡
戸
口
調
査
」
と
さ
一
日
ふ

丈
字
を
使
用
し
て
ゐ
る
。
こ
の
用
語
は
、
「
人
別
調
」
と
言
ふ
文

学
と
共
に
、
共
の
後
も
庚
く
使
用
せ
ら
れ
‘
豪
湾
に
於
て
は
、
明

ム
旧
三
十
八
年
並
に

λ
百
四
年
の
ヒ
ン
サ
ス
々
、
「
戸
口
調
存
一
」
の

名
稀
の
下
に
賞
施
し
た
の
で
あ
る
。
次
に
明
治
二
十
二
年
二
月

に
は
、
J

〈
ロ
司
玄
z
p
J
[山口一。一円ロロ拘
Z
L
P
m
∞
Z
L
2
5
ュ2
∞宮[一切ユ
-
h

が
、
問
先
文
総
氏
に
よ
っ
て
、
「
統
計
四
申
込
剛
」
と
題
し
て
詩
出
苫
れ

て
ゐ
る
o
J
S
F宮山一己
5
同
は
、
今
日
、
普
通
、
「
同
勢
調
査
」
と

諾
さ
れ
て
ゐ
る
が
、
氏
は
「
民
口
調
査
」
と
一
一
一
回
ふ
語
学
や
営
て
も

ゐ
る
。
明
治
二
十
九
年
三
月
に
は
、
渡
唱
法
洪
基
氏
外
十
八
名
が「民

帝
図
議
曾
に
セ
ン
サ
ス
賞
施
の
請
願
書
を
堤
出
し
た
が
、

勢
調
査
」
と
言
ふ
丈
{
子
を
使
用
し
て
ゐ
る
。
然
る
に
、
同
月
、
議

曾
に
提
出
せ
ら
れ
た
る
建
議
案
に
は
「
国
勢
調
査
」
と
一
吉
ふ
文
字

が
使
用
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
尤
も
臼
井
喜
之
作
氏
は
、
明
治
二

十
六
年
に
「
園
勢
大
調
査
」
と
言
ふ
文
字
ぞ
使
用
し
て
ゐ
る
が
、

法規分類大会、第一編究書門、記録志実、出版、杉享二建議(六午三月五日)白
項参照
表紀提綱、明治女化会集、第九巻、二一二頁以下:参照
同校径、甲斐園現在人別調記憶談、統計撃雑誌、第二八七競(明治四十三年
三月)穴七頁
統計集誌、第六O~虎(明治十九年八月)参照
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「
園
勢
調
査
」
と
言
ふ
文
字
が
一
般
に
使
用
さ
れ
初
め
た
の
は
明

治
二
十
九
年
以
後
の
事
に
属
す
る
。
大
亙
九
年
に
於
け
る
第

回
岡
勢
調
査
に
先
じ
て
、
地
方
的
に
貫
施
せ
る
セ
ン
サ
ス
は
、

何
れ
も
「
閥
勢
調
査
」
と
相
遁
?
る
、
「
東
京
市
勢
調
査
」
(
明
治
四

十
一
年
調
)
「
神
戸
市
勢
判
査
」
(
明
治
四
十
一
年
調
)
「
札
幌
国
勢

調
査
」
(
明
治
四
十
二
年
初
)
「
佐
波
郡
勢
刑
宣
」
「
明
治
四
十
二

年
調
)
「
京
都
市
勢
制
盗
」
(
明
治
四
十
四
年
利
)
と
一
百
ふ
文
字

h
L
F
2
H
J
こ
乃

c
h
コ
こ
。

J
f
!
1
7〈

-
;
J
7

明
治
一
一
一
十
五
年
に
悶
勢

調
査
に
開
す
る
法
律
が
制
定
せ
ら
れ
ゐ
箔
、
向
ほ
人
別
調
査
、

民
勢
調
査
、
人
口
調
査
、
等
の
種
々
な
る
用
語
が
、

し

図
勢
調
査

と
言
ふ
用
語
と
共
に
、
雑
然
と
し
て
併
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

然
る
に
明
治
一
一
一
十
五
年
以
後
、
こ
れ
等
の
用
語
は
殆
ん
ど
統
一

せ
ら
れ
て
、
岡
勢
調
賓
と
一
一
一
一
口
ふ
用
語
が
専
ら
行
は
れ
る
事
と
な

っ
た
。

我
凶
岡
勢
調
食
施
行
令
(
大
疋
七
年
九
月
二
十
六
日
勅
令
第

一
二
百
五
十
八
境
、
並
に
唱
和
四
年
十
二
月
肋
令
第
三
百
九
十
六

続
)
に
よ
り
、
調
査
事
鳴
を
見
れ
ば
、
昭
和
五
年
に
は
、
住
居
室

敢
に
闘
す
る
制
査
が
附
加
せ
ら
れ
た
の
で
あ
っ
亡
が
、

殆
ん
ど

国
勢
調
査
て
ふ
用
語

人
口
其
者
並
に
人
口
の
内
容
(
年
齢
、
鰭
性
、
配
偶
閥
係
、
職

業
等
)
の
調
査
に
限
ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
之
ぞ
岡
勢

調
査
と
呼
ぶ
事
は
、
穏
設
で
な
い
や
フ
仁
思
は
れ
る
し
、
既
に

図
勢
調
査
施
行
令
の
公
布
せ
ら
れ
る
以
前
に
於
て
も
、
我
関
図

勢
調
交
の
性
質
ぞ
問
題
と
な
し
、
調
査
事
項
に
閥
心
を
有
す
る

者
は
、

岡
勢
判
資
と
ニ
一
両
ふ
用
語
が
徐
h

り
に
意
味
炭
く
、
穏
蛍
で

な
い
と
苦
一
口
ふ
意
見
守
抽
出
し
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
既
に
示
せ
る
が

主]，
f 
、

セ
ン
サ
ス
に
闘
し
て
穂
点
な
る
郡
誌
が
行
は
れ

M
は
k
h
、

f-3 

に
に
拘
ら
中
、
何
故
に
国
勢
調
査
と
言
ふ
用
語
が
法
律
上
採
用

せ
ら
れ
、
ま
た
一
般
に
使
用
せ
ら
れ
る
事
に
な
っ
た
の
で
あ
ら

う
か
。
こ
れ
に
は
理
由
が
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
忠
ふ
。

明
治
=
一
十
三
年
に
は
、
国
勢
調
査
施
行
に
関
す
る
建
議
案
が

雨
議
院
へ
提
出
せ
ら
れ
、
ま
に
明
治
=
一
十
五
年
に
は
岡
勢
調
査

に
闘
す
る
法
律
案
が
雨
議
院
ぞ
遁
蝿
し
、
同
年
十
二
月
一
日
附

ぞ
以
っ
て
閲
勢
調
査
に
闘
す
る
法
律
が
公
布
せ
ら
れ
た
の
で
あ

る
が
、
蛍
降
、
専
門
家
は
別
と
し
て
、

一
般
に
、
岡
勢
調
査
は

只
だ
軍
に
人
口
を
調
査
す
る
に
止
ま
ら
令
、
夏
に
関
家
経
営
主
、

枇
曾
高
般
の
事
項
を
調
査
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
我
岡

ι於
け
る

第
三
十
三
谷

一
五
五

第
一
披

一
五
五

英文聴氏詩、統計撃論、下巻参照、向ほとれは多少縁談に宣るが、 C~n~n8 を
Volkszahlung と荷主主語で記す事も必らずしも遁営ではない。何故な bば
Censusは、普通人口(Flevo.kernng)を調査するのであうて、圃民 (Vollサを
調査するものでないからである c とれがi曲賞な用語でない事にワいては、
Beukemann も指摘してゐるoMethode llndTJ~~b;g- der de'ut:ichen Volks-
zahlungen in "Die Statistik in Deutschlar d 川 S.212 
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岡
勢
調
査
で
ふ
用
語

岡
家
の
形
勢
を
全
般
に
一
川
っ
て
展
望
し
得
る
も
の
、
や
う
に
考

へ
て
ゐ
允
ゃ
う
で
あ
る

ι。
ま
た
明
治
二
一
十
六
年
十
二
月
、
園

勢
調
査
施
行
準
備
研
究
舎
に
於
て
も
、
問
題
と
な
っ
た
調
資
事

項
は
庚
き
範
園
に
亘
っ
て
ゐ
て
、
同
氏
名
、
コ
男
女
別
、
ヨ
年

齢
、
働
出
生
地
、
一
明
世
帯
主
と
の
閥
係
、
対
身
上
の
関
係
、
む

職
業
、
川
教
育
、
加
宗
教
、
一
ω身
障
及
び
精
刊
仰
の
不
具
、
コ
族

(

J

〔

(

籍
の
外
仁
、
一
}
砂
川
骨
、
コ
一
~
山
知
軒
、
一
川
朴
砂
等
に
ま
で
及
ん
で
ゐ

た
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
大
計
震
に
よ
れ
ば
、
之
を
同
勢
調
査
と

栴
す
る
も
敢
て
不
蛍
で
は
な
か
っ
大
で
あ
ら
う
。
然
る
に
大
疋

七
年
に
公
布
せ
る
園
勢
調
賓
施
行
令
に
よ
れ
ば
、
調
査
事
項
の

範
園
は
著
し
く
縮
少
せ
ら
れ
、
一
氏
名
、
二
世
帯
に
於
け
る
地

位
、
ぽ
男
女
の
別
、
酌
出
生
の
年
月
日
、
①
配
偶
の
関
係
、
対

職
業
及
職
業
上
の
地
位
、
匂
出
生
地
、

ω民
籍
叉
は
閑
籍
等
人

口
及
び
人
口
の
内
容
の
み
に
限
ら
れ
る
事
と
な
っ
た
が
矯
め
に

之
を
関
勢
調
査
と
開
閉
す
る
の
は
、
名
寅
一
致
し
な
い
結
果
に
立

ち
到
つ
恥
い
の
で
あ
る
。
明
治
三
十
八
年
に
賓
施
す
可
き
筈
で
あ

っ
た
第
一
回
園
勢
調
査
が
、
種
々
な
る
障
害
に
よ
っ
て
大
E
九

第
三
十
三
巻

一
五
六

第

披

一
五
六

年
ま
で
延
期
せ
ら
れ
た
の
で
あ
る
が
、

一
方
に
は
銃

に
明
治
三
十
五
年
に
制
定
せ
ら
れ
だ
る
岡
勢
調
査
に

関
す
る
法
律
が
牢
在
し
て
ゐ
に
し
、
他
方
に
は
、
こ

の
久
し
き
期
間
、
闘
勢
調
査
な
る
用
語
が
一
般
に
使

用
さ
れ
来
た
っ
た
矯
め
に
、
こ
の
名
栴
が
不
営
で
あ

る
と
は
感
ぜ
ら
れ
な
が
ら
、
共
の
ま
、
使
用
さ
れ
て

ゐ
る
の
で
あ
る
。

統計撃雑誌、第八六波(明治二十六年六月〉歩!!四
宮本基、統計皐雑誌、第一六OIDi1(明治三十二年八月)参照
村金俊槌、統計集誌、第二三三蹴(明治三十三年八月)参照
田中太郎、統計集誌、第二00披(明治三十一年二月〉参照
高橋二郎、岡勢調査に閲する管見、統計皐雑誌、第三八五盟主(明治四十三
年一月)二頁。坂谷法皐博士、国勢調査に就て、統計事雑誌、第二九三波(明
治四十三年九月)三O五頁
柳津保恵、同勢調査と帝国議舎、統計皐雑誌、第二ニブL;1A(明治三十八年五
月)一四二頁。明治三十五年二月十五日、衆議院議事法記録、第十九競参照
日本統計資料、統計翠雑誌、第二九六披(明治削十三年十二月)四四四頁

8) 

12) 

13) 


